
第３号様式（第７条関係） 
設計図書等に関する回答書 

 
令和５年６月１２日 

 
二本松市長 三保 恵一 

（公 印 省 略） 
 
下記のとおり回答いたします。 

記 
１工事（業務）番号 ５都計第１０号 
２工事（業務）名 二本松城跡総合整備事業 久保丁・城山線道路改良工事 
３質問事項及び回答事項 

質問事項 回答事項 
１ 頁 0-0073 歩車道境界ブロック（Ⅱ-F-a-
250R L＝2000）について、福島県土木部土木

事業単価表に記載されている T1126 でよいの

でしょうか。また、手入力単価となっておりま

すが、１ｍあたりの単価は十円未満切り捨てで

よいのでしょうか。 
 
２ 頁 0-0075 歩車道境界ブロック（D3 Ⅱ
Ea(ⅡE)L600 28kg）について、福島県土木部土

木事業単価表に記載されている T1100 でよい

のでしょうか。 
 
３ 頁 0-0019 発生材運搬の積算根拠について

ご教示願います。 

１ 福島県土木部土木事業単価表に記載され

ているT1126です。１ｍあたりの単価は一円未

満切り捨てです。 
 

 

 

 

２ 福島県土木部土木事業単価表に記載され

ているT1100です。１ｍあたりの単価は一円未

満切り捨てです。 
 
 

３ 公共建築工事標準単価積算基準の撤去材

運搬を準用し積算しております。補正係数は

無筋コンクリート1.27です。 
事務取扱／総務部財政課契約係  

℡0243-55-5082（直通） 


